
労働時間削減への取組

現場 ○ 事務所内

留　 意　 事 　項　／　そ　の　他

取　組　み　内　容

効　　　　　　　果

管理部主導で全社員の毎月１０日・２０日時点での時間外労働及び休日取得状況を集計し、各部所属長に集計結
果を送付し労働時間削減に取り組んでいる。

月末集計では結果的に法定時間を超過する恐れがあるため、１０日ごとの集計を行い周知している。各自の現状
の時間外を把握することで、当月の時間外労働可能時間を示すことで、各自の意識改革への指導、働き方につい
て所属長が認識し法違反がないよう指導を行っている。


